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１ 公募の目的 
  小原トレーニングセンター及び緑の公園の管理運営業務を効果的かつ効率的に行うため、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項及び豊田市トレーニングセン
ター条例（平成１６年豊田市条例第５２号）の関係規定に基づき、管理運営業務を行う指定
管理者を募集する。 

 
２ 対象施設の概要 
（１）名称及び所在地（令和７年６月現在） 
  ア 名 称  小原トレーニングセンター、緑の公園 
  イ 所在地  豊田市市場町陣出８７９番（代表所在地） 
 
（２）設置目的   
  当該施設は、スポーツ活動を通じた農業者等の体力増進による健康維持管理及び農業者と

地域住民との連帯感の醸成を図ることを目的とする。（豊田市トレーニングセンター条例第２
条） 

   
（３）沿 革  

昭和５７年 ４月 豊田市緑の公園開設 
平成 ７年 １月 小原トレーニングセンター開設 
平成２０年 ４月 緑の公園及び小原トレーニングセンター指定管理者制度導入 

 
（４）施設の規模等 
  ①敷地面積   ６５，５６１．５６㎡ 
  ②施設構造   下表のとおり ※詳細は別記「小原トレーニングセンター及び緑の公園

管理運営業務仕様書」に記載 
 
 ア 小原トレーニングセンター 
 イ テニスコート 

ウ 多目的広場 
エ 弓道場 
オ 管理棟 

 カ その他（屋外便所、散策道、芝生広場、駐車場） 
 
（５）現在の管理体制 
  公益社団法人豊田市シルバー人材センターが指定管理者として管理運営 

※指定期間は平成２０年４月１日から令和８年３月３１日までの１８年間 
  ※平成２４年３月以降「社団法人」から「公益社団法人豊田市シルバー人材センター」に

改称し、公募選定は今回で３期目となる。 
 
（６）利用者数の概要                          （単位︓人） 

区分 令和４年度 令和５年度 令和６年度 過去３年平均 
小原トレーニン

グセンター 
8,424 10,356 12,440 10,467 

テニスコート 11,416 8,781 12,338 10,845 



弓道場 570 630 1,070 757 
多目的広場 4,373 4,300 4,703 4,459 

 
３ 指定管理者による管理運営の基本方針 
  指定管理者は、以下の事項に十分留意して当該施設の管理運営を行うものとする。 
 

 ア 住民福祉の増進を目的として設置された公の施設としての役割を十分に認識し、利用
者へのサービス提供に当たっては、公平な取扱いをすること。 

 イ 小原トレーニングセンター及び緑の公園の設置目的を最大限に実現することを目指し
て、適切な管理運営に努めること。 

 ウ 多様化する住民ニーズに対してより効果的、効率的に対応できるよう、創意工夫の上、
質の高いサービスの提供に努めて利用者へのサービスの向上を図るとともに、経費削減
に努めて効率的な管理運営を行うこと。 

 エ 当該施設を長期に安全・安心な状態で利用できる状態に保つため、適切な業務体制を
構築し、施設の維持管理を行うこと。 

 
４ 指定管理者が行う業務 
  指定管理者は、豊田市トレーニングセンター条例の規定に基づき、主として以下の業務を
行う。 
 

 ア 指定管理施設の利用の許可に関する業務 
 イ 指定管理施設の施設及び設備の維持管理に関する業務 

ウ ア、イに掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 
   ※上記ウに関する事項の詳細は、管理運営業務仕様書で定めるものとする。 
 
５ 管理の基準 
（１）休業日  
  ア 月曜日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く） 
  イ １２月２８日から翌年１月４日まで 
 
（２）開館時間 
  午前９時から午後９時までを開館時間とする。 
 
（３）休業日及び開館時間の変更  
  指定管理者は、市長の承認を得て、休館日に臨時に開館し、又は休館日及び開館時間を臨

時に変更することができる。なお、当該変更に伴い管理経費が増加した場合においても市か
ら支払う指定管理料は増額しないものとする。 

 
（４）利用の許可 
  指定管理者は、当該施設の利用の許可、不許可及び利用許可の取消し等を行う。ただし、

行政財産の目的外使用に関する許可は行うことができない。 
 
（５）個人情報の保護、情報セキュリティの確保及び情報公開における指定管理者の責務 

ア 個人情報の保護及び情報セキュリティの確保（別添資料１を参照） 



当該施設を管理運営するに当たっては、個人情報の保護に関する法律、豊田市情報セキ
ュリティ基本要綱及び関係する諸規程に基づき、本個人情報の取扱い及び情報セキュリテ
ィに関する特記を遵守するものとする。 
イ 情報公開 

指定管理者は、豊田市情報公開条例（平成１０年条例第３４号）の趣旨に則り、施設の
管理に関する業務に係る情報の公開に努めるものとする。 

 
（６）関係法令等の遵守 

当該施設を管理運営するに当たっては、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、豊田市ト
レーニングセンター条例（平成１６年条例第５２号）、同管理規則（平成１６年規則第５７号）、
その他の関係法令等の内容を理解し、遵守するものとする。 

なお、予定価格が 1 年あたり１，０００万円を超える場合は、豊田市公契約条例（令和３
年条例第３９号）及び豊田市公契約規則（令和３年規則第６９号）に定める特定公契約の対
象となる。ただし、予定価格は公表していないため「本案件が特定公契約の該当となるか」
等の質問には回答しない。 

 
（７）業務の再委託等の制限 

指定管理者が、業務の全部を一括して、又は業務の主たる部分（施設責任者が担うべき総
括・監督業務や利用許可及び料金収受など管理者としての権力行使に関わる業務など）を第
三者に委託又は請け負わせることは、これを禁止する。 

 
６ インボイス制度への対応 

 指定管理者は、免税事業者である場合を除き、適格請求書登録事業者の登録を受けること
とし、登録の状況について基本協定を締結する際に市へ報告すること。 
 また、利用者等からの求めに応じて、使用料（市の収入）の納付を受ける際に豊田市名で
インボイスを発行し代理交付すること。 

 
７ 指定期間 
  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間（予定） 
  ※指定期間は、豊田市議会の議決を経て確定する。 
 
８ 応募に関する事項 
（１）応募資格要件 
 ア 法人その他の団体であること（法人格の有無は問わないが、個人での応募は不可）。 

イ 次の項目のいずれにも該当しない者であること。 
① 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者 
② 豊田市から入札参加停止を受けている者 
③ 豊田市税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納している者 
④ 豊田市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１６年条例第３２

号）第３条第３項及び第４項の規定に抵触する者 
⑤ 豊田市から「豊田市が行う契約等からの暴力団排除に関する合意書」に基づく排除措

置を受けた者 
⑥ 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により、本市又は他の地方公共団体から指

定を取り消され、当該処分の日から起算して２年を経過しない者 



⑦ 指定管理者の指定を管理の委託とみなした場合に、地方自治法第９２条の２、第１４
２条（同条を準用する場合を含む。）又は第１８０条の５第６項の規定に抵触する者 

 
（２）失格事項 
  指定申請書提出時点から指定を受けるまでの間に、次のいずれかに該当した場合は失格と

し、選定審査の対象から除外又は指定管理予定者としての地位を失う。なお、指定管理予定
者が失格となった場合は、審査順位が次順位の者が指定管理予定者となる。 

① （１）に定める応募資格要件を満たさなくなった場合 
② 選定審査に関する不当な要求等を申し入れた場合 
③ 提出書類に虚偽又は不正の記載があった場合 

  ④ 提案の内容が本市の求める水準を満たさないと認められる場合 
  ⑤ その他不正・不誠実な行為があった場合 

 
（３）提出書類 
 ア 指定管理者指定申請書（様式１） 
   ・「役員の役職及び氏名」は、適宜記入欄を修正した上で、該当者全員の情報を記入する

こと。なお、役員とは、株式会社では取締役及び監査役に、一般社団・財団法人及び
社会福祉法人等では理事及び監事に当たる者とする。 

   ・「予算の概要」には、現事業年度の団体全体の収支予算の主な情報（株式会社では純売
上高、社会福祉法人では経常収支計、その他の団体ではこれらに相当するもの）を記
入すること（記入例︓令和○年度予算・純売上高 ○○，○○○千円） 

   ・「事業の執行体制」には、組織機構の概要（支社・部・課等のセクション数及び社員・
職員数等）を記入すること。なお、事業計画書に記載する内容と重複する場合は、「別
添事業計画書を参照」と記入することも可。 

イ 事業計画書（様式２） 
  ・「従業員数」は、原則として現事業年度の開始月時点での正社員数を記入すること（記

入例︓令和○年４月１日時点正社員数 ○○人） 
  ・基本事項中「責任者の経歴等を明らかにすること」については、原則として指定申請

時点で責任者を明らかにすることとするが、組織上の都合でそれが困難な場合は、貴
団体が責任者に求める資質、資格保有状況、業務経歴などに関する考え方を記入する
こと。 

ウ 指定管理者の指定申請に関する誓約書（様式３） 
エ 指定管理料見積書（様式４） 
オ 小原トレーニングセンター及び緑の公園の管理運営に関する収支計画書（様式５） 
カ 指定管理料に係る燃料費及び光熱水費積算明細書（様式８） 
 ・指定管理料見積書（様式４）、収支計画書（様式５）及び光熱水費積算明細書（様式８）

は全てまとめて封筒に入れ、封筒の表面に「○○見積書、収支計画書、光熱水費積算明
細書」と、裏面に住所、氏名を記載し、封筒継目に３個以上の封印を押すこと。 

キ 共同企業体協定書（様式６） ※共同企業体（連合体）で応募する場合のみ 
ク 申請する法人等に関する以下の書類 

※共同企業体による応募の場合、構成団体である全ての法人等のものを提出すること 
① 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類 
② 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本 
③ 当該申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業



年度の収支計算書及び事業報告書（貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるも
のを含む。） 

 
（４）提出書類作成に当たっての留意事項 

小原トレーニングセンター及び緑の公園の管理運営に関する収支計画書（様式５）の記入
に当たっては、事前に別添資料２（収支計画見積注意事項）を参照すること。 

 
（５）共同企業体による応募 
  共同企業体による応募を行う場合は、以下の項目に留意すること。 

ア 複数の団体が共同企業体を構成して応募する場合は、代表団体を定めること。 
イ 共同企業体の構成団体数は、代表団体を含めて２以上５以下の範囲とすること。 
ウ 単独で応募した団体は、共同企業体による応募の構成団体になることは認められない。 
エ 同時に複数の共同企業体の構成団体となることはできないこと。 
オ 代表団体及び全ての構成団体が応募資格を満たしていなければならない。 

 
（６）受付期間及び提出方法等 

受付期間 
令和７年１２月３日（水）から令和７年１２月１１日（木）まで 
※土、日曜日は除く。 
※期間中の受付時間は午前８時３０分から午後５時１５分までとする。 

提出先 
豊田市役所 地域活躍部小原支所 市民生活担当 
〒４７０－０５９２ 豊田市小原町上平４４１番地１ 
【E-mail】obara-shisho＠city.toyota.aichi.jp 

提出方法 

【上記（３）提出書類内のア〜ウ、キ〜ク】 
PDF 形式で上記メールアドレスへ提出すること。（登記簿謄本等はスキ
ャンして PDF 化すること。） 
【上記（３）提出書類内のエ〜カ】 
上記提出先へ直接持参により提出すること。郵送、ＦＡＸ、電子メール
等による提出は受け付けない。 

 
 
（７）説明会の開催 
  当該施設の指定管理に関する注意事項について、下記のとおり説明会を開催する。 

日 時 令和７年１１月１９日（水） 午前１０時開始 
場 所 緑の公園 会議室 

申込方法 
説明会参加申込書（様式７）に必要事項を申込の上、郵送、ＦＡＸ、電
子メール、持参のいずれかの方法による。 

申込期限 令和７年１１月１８日（火） 午後３時まで 

その他 
参加人数は各団体２名までとし、参加に係る交通費等は参加者の負担と
する。説明会に参加しなくても応募は可能。 

 
（８）応募に関する質問の受付 

受付期間 
令和７年１１月１４日（金）から令和７年１１月２１日（金）まで 
※期間中の受付時間は午前８時３０分から午後５時１５分までとする。 



質問方法 
質問内容、団体名、代表者名、担当者名、連絡先を記入したもの（様式
任意）を郵送、ＦＡＸ、電子メール又は持参 

回答方法 
回答は随時市のホームページ上に掲載するものとする。 
なお、最終回答は令和７年１１月２８日（金）までに掲載する。 

 
（９）その他応募に関する留意事項 
  ア 応募書類の提出後は、内容を変更すること及び追加することは認められない。ただし、

市が認めた場合にはこの限りではない。 
  イ 応募書類提出後に辞退する場合は、書面にて辞退届（様式任意）を提出すること。 
  ウ 応募書類は返却しないこととする（ただし、応募の辞退があった場合は原本のみ返却

可）。 
  エ 応募書類の著作権は、申請団体に帰属する。ただし、指定管理者に選定された申請団

体の応募書類については、市長が当該施設の管理内容の公表その他必要と認める場合
において、その一部又は全部を無償で使用できるものとする。 

  オ 応募に関する必要経費は、その全額を申請者の負担とする。 
 
９ 選定審査に関する事項 
（１）選定審査の方法 
  ア 指定管理者の選定は、豊田市指定管理者選定委員会が主体となり、条例等の規定によ

る選定基準に基づき、応募団体から提出された事業計画書等の提出書類及び別途実施
するプレゼンテーションを審査して行う。なお、応募団体が１者の場合かつ業務を適
切に実施できると判断した場合は、事業計画書等の審査により選考する場合がある。 

  イ 別に示す選定審査基準により算定された総合得点が最も高い団体を『優先交渉権者』
とし、総合得点が第２位であった団体を『次点交渉権者』とする。なお、詳細は選定
審査基準書を参照すること。 

 
（２）選定審査の日程 

価格審査 

令和７年１２月１５日（月）午後１時３０分開始 
市役所南庁舎３階 南３３会議室（行政改革推進課横） 
※紙媒体で実施。 
※価格得点の算出の透明性を図るため、見積書の開封及び予定

価格の発表等を実施する。応募した団体は、希望により立会
者（１名まで）を出席させることができる（申込等は不要）。 

※結果は文書で送付するため、希望がなければ出席しなくても
問題ない。 

ヒアリング 

令和７年１２月中下旬 
※受付状況を踏まえて、実施の有無・詳細日程を別途通知する

ものとする。 
※メールもしくは電話でのヒアリングを実施する。 

プレゼンテーション審査 

令和７年１２月下旬 
※ペーパーレスで実施。 
※受付状況を踏まえて、実施の有無・詳細日程を別途通知する

ものとする。 
※審査には、当該業務に係る総括責任者（又はそれに準ずる者）



及び施設の管理責任者等の出席を求める予定である。 
指定管理者の内定通知 令和８年１月上旬 
指定管理者の指定 令和８年１月中旬以降（市議会の議決による） 

 
（３）選定審査基準 
  指定管理者の選定審査基準は、別添選定審査基準書を参照すること。なお、応募団体の物

的・人的能力及び管理運営に関する提案力の他、指定管理料の金額もあわせて選定審査基準
の配点に組み込むものとする。 

 
（４）その他選定審査等に係る留意事項 
  ア 選定結果については、その概要を市ホームページで公開するものとする。 
  イ 指定管理者に選定された団体の提出書類について、情報公開の請求があった場合は、

豊田市情報公開条例（平成１０年条例第３４号）に基づき、公開又は非公開の判断を
するものとする。 

  ウ 落選した応募団体の提出書類は原則非公開資料として取扱うものとする。なお、情報
公開の請求があった場合においても、当該団体の権利、競争上の地位その他正当な利
益を害するおそれがあるものに関しては不開示情報とするものとする。 

  エ 応募業者すべてが価格審査において失格となった場合は応募団体に対して再見積を依
頼する。 

 
１０ 協定の締結 
  ア 指定管理者は市との間で、指定期間全体に係る「基本協定」を締結するものとする。

なお、応募段階での事業計画書において提案された事項については、協定を締結する
際にその採用可否も含めて協議するものとする。 

  イ 市が指定管理者に対して支払う指定管理料その他経費に関する事項は、年度ごとに締
結する「年度協定」により定めるものとする。 

 
１１ 管理運営に係る経費及び会計処理 
（１）管理運営経費の財源 
  ア 当該施設の管理運営に関する経費は、応募団体が提示する指定管理料、その他団体が

自主的に補う財源により賄うものとする。なお、「団体が自主的に補う財源」とは、団
体が保有する自己財源等のことを言う。 

イ 指定管理料は、指定管理料見積書に記載された金額とすることを原則とするが、事業
計画書に記載された提案事項の採用可否に関する協議等により変更することがある。 

 
（２）会計の独立 
  ア 指定管理者は、当該施設の管理運営業務に係る経理をその他の経理と明確に区分し、

独立した会計帳簿類を整備しなければならない。 
イ 指定管理者が自主事業を実施する場合には、その経理は上記アの経理に含めず、独立

した会計帳簿類を整備しなければならない。 
 
１２ 指定管理者の自主事業の取扱い 
（１）自主事業の実施について 
  指定管理者は、自らが企画し、自らの財源をもって自主事業を実施することが認められる



が、自主事業の実施基準は別添資料３のとおりとするため、これを参照すること。 
指定申請段階（提案段階）における自主事業実施計画は、目的、対象者、事業期間、場所、

講師等の概要、収支計画等の情報を可能な限り明らかにすること。講師が未決定で収支計画
が立てられない場合等についてはその旨を記載するなどの対応とする。 

 
（２）自動販売機の設置について 
  指定管理者が自主事業として自動販売機を設置する場合、以下の貸付料を市へ納入するも

のとする。なお、自動販売機の新規導入時は、できる限りキャッシュレス対応すること。 

新規・既設に関わらず 自動販売機の設置により指定管理者が得る利益の２０％ 
（ただし最低でも課税標準額を基に計算した行政財産の

貸付料相当は支払うものとする） 
 
１３ 市と指定管理者の責任分担 
  当該施設の管理運営に関する市と指定管理者の責任分担（リスク分担）は、別添資料４の

とおりとする。なお、詳細に関しては、双方協議の上で基本協定書において定めるものとす
る。 

 
１４ その他の留意事項 
（１）関係職員等への接触の禁止 
  応募団体は、指定管理者を内定するまでの間において、豊田市指定管理者選定委員会委員

及び本件業務に従事する市職員に対して、当該選定に関して自己に有利になることを目的と
した接触その他の働きかけを禁止するものとする。なお、当該接触等の事実があった場合に
は失格とする。 

 
（２）業務の引継ぎについて 
  ア 指定管理者は、指定期間開始とともに円滑に業務を開始できるよう、指定期間開始前

に、当該施設の現管理者等から引継ぎを受けること。なお、当該引継ぎに係る費用は
指定管理者の負担とする。 

  イ 指定管理者は、指定期間の終了又は指定取消しによって、次期指定管理者に業務を引
継ぐ場合には、当該施設の管理運営に支障を及ぼすことのないよう、円滑な引継ぎに
協力するとともに、必要書類及びデータを整備すること。 

 
（３）業務内容の一部変更について 
  指定期間内において指定管理業務の内容、事務手順、市との業務分担等を一部見直す必要

が生じた場合には、市と指定管理者の協議の上、これを変更することができるものとする。 
 
１５ 問合せ先 
  豊田市役所 地域活躍部小原支所 市民生活担当 
  〒４７０－０５９２ 豊田市小原町上平４４１番地１ 
   電 話 ０５６５－６５－２００１ 

ＦＡＸ ０５６５－６５－３６９５ 
   メール obara-shisho@city.toyota.aichi.jp 

mailto:obara-shisho@city.toyota.aichi.jp


別添資料１                                「071104」 
豊田市個人情報の取扱い及び情報セキュリティに関する特記 

特記事項 
特記事項に基づき具体的に実施しなければ 

ならない事務及び手続 
 （総則）   
第１条 「○○法人○○○○」（指定管理者

名）（以下「乙」という。）は、個人情報
の保護に関する法律（平成１５年法律第
５７号）、委託者（以下「甲」という。）
が定める豊田市個人情報保護法施行条例
（令和４年条例第５６号）及び豊田市情
報セキュリティ基本要綱（平成１５年８
月１日市長決定）並びにこれらに関係す
る諸規程に基づき、この特記に定める事 
項（以下「特記事項」という。）を遵守し
なければならない。 

① 乙は、受託業務の実施に当たっては、個人
情報保護及び情報セキュリティ対策の重要
性を認識し、事前に特記事項を十分に理解
し、遵守するとともに、特記事項に基づき必
要な事務及び手続を行うための体制を確保
すること。 

  また、甲は、受託業務における個人に関す
る重要な情報（公表している情報を除く。）
及び機密性の高い情報（公表を前提として 
いない情報及び漏えいにより重大な影響を
及ぼす情報）の取扱いについて、甲がこれら
を取り扱うときと同等の水準の安全管理措
置義務を負うことを十分に理解しておくこ
と。 

 （責任体制の明確化）   
第２条 乙は、甲から受託した業務（以下

「受託業務」という。）のうち、個人に関
する重要な情報（公表している情報を除
く。）及び機密性の高い情報（公表を前提
としていない情報及び漏えいにより重大
な影響を及ぼす情報。以下これらを「機
密情報等」という。）を取り扱うもの並び
に情報システムを使用するもの（以下「対
象業務」という。）の履行に当たっては、
乙の内部において個人情報保護及び情報
セキュリティ対策（以下「個人情報保護
等」という。）に関する責任体制を明確に
しなければならない。 

① 乙は、個人情報保護等を実施するための責
任者及び役割分担を定めるなどして責任体
制を構築するとともに、その体制を維持確保
するため体制の内容を書面に明記しておく
こと。 

  ② 乙の代表者は、自ら個人情報保護等の実施
について、十分に理解しておくこと。 

  ③ 乙は、個人に関する重要な情報の取扱いに
関する苦情処理の窓口を設置し、担当者を明
確にしておくこと。 

 （作業責任者等の報告等）   
第３条 乙は、対象業務の責任者（以下「作

業責任者」という。）及び対象業務に従事
する者（乙の正社員以外の者を含む。以
下「作業従事者」という。）を定め、対象
業務の着手前に、甲に対し、書面により
報告しなければならない。 

① 乙は、個人情報保護等に関し必要な知識を
有し作業従事者を適切に監督ができる者を
作業責任者として定め、対象業務の着手前
に、甲に対し「様式１ 作業責任者等報告書」
により報告すること。 



特記事項 
特記事項に基づき具体的に実施しなければ 

ならない事務及び手続 
  ② 乙は、対象業務上必要がある最小限の者に

限定し、作業従事者を定め、業務に着手する
前に、甲に対し「様式１ 作業責任者等報告 
書」により報告すること。 

  ③ 乙は、対象業務に派遣労働者、契約社員そ
の他の正社員以外の者に従事させる場合は、
秘密保持義務等機密情報等の取扱いに関す
る事項を明記した労働者派遣契約その他の
契約を締結すること。 

  ④ 乙は、個人情報保護等に関し、対象業務に
従事する者の全ての行為及びその結果につ
いて責任を負うこと。 

  ⑤ 乙は、作業責任者等を変更する場合に備え
て、業務の引継ぎや変更手続が確実になされ
るよう、事前に手続を定めておくこと。 

２ 乙は、作業責任者を変更する場合は、
甲に対し、事前に書面により報告しなけ
ればならない。 

⑥ 乙は、作業責任者を変更する場合は、変更
前に、甲に対し「様式２ 作業責任者等変更
報告書」により報告すること。 

３ 乙は、作業従事者を変更する場合は、
甲に対し、事前に書面により報告しなけ
ればならない。 

⑦ 乙は、作業従事者を変更する場合は、変更
前に、甲に対し「様式２ 作業責任者等変更
報告書」により報告すること。 

４ 作業従事者は、作業責任者の指示に従
い、特記事項を遵守しなければならない。 

⑧ 乙は、作業従事者一人一人が特記事項を遵
守するよう、特記事項及び対象業務の履行に
ついて注意すべき事項を周知しておくこと。 

５ 作業責任者は、特記事項を遵守するよ
う、作業従事者を監督しなければならな
い。 

⑨ 乙の作業責任者は、作業従事者を監督する
ため、全ての特記事項を十分に理解しておく
こと。 

６ 作業責任者及び作業従事者（以下「作
業責任者等」という。）は、対象業務の履
行に当たっては、乙が発行する身分証明
書を常に携帯し、甲から請求があったと
きは、当該身分証明書を提示しなければ
ならない。 

⑩ 乙は、作業責任者等に対し、対象業務の履
行時は、組織名称や氏名を記載した身分証明
書を発行し常に携帯させるとともに、甲から 
請求があったときは、提示できるようにして
おくこと。 

 （作業場所の特定等）   
第４条 乙は、対象業務の履行に当たって

は、機密情報等を取り扱う場所及び情報
システムを設置する場所（以下「作業場
所」という。）を定め、対象業務の着手前
に、甲に対し、書面により報告しなけれ
ばならない。 

 
  

① 乙は、業務上必要がある最小限の場所に限
定して、作業場所を定め、対象業務の着手前
に、甲に対し「様式１ 作業責任者等報告書」
により報告すること。 



特記事項 
特記事項に基づき具体的に実施しなければ 

ならない事務及び手続 
２ 乙は、作業場所を変更する場合は、甲

に対し、事前に書面により報告しなけれ
ばならない。 

② 乙は、作業場所を変更する場合は、変更前
に、甲に対し「様式２ 作業責任者等変更報
告書」により報告すること。 

 （教育等の実施）   
第５条 乙は、作業責任者等に対し、個人

情報保護等に対する意識の向上、特記事
項の遵守その他対象業務の適正な履行を
図るために必要な教育及び研修を実施し
なければならない。 

① 乙は、作業責任者等に対し、個人情報保護
等に対する意識の向上及び特記事項の内容
の理解を図るとともに、対象業務の履行に当
たって必要となる措置及び手順を具体的に
示すための教育及び研修を適時に実施する
こと。 

  ② 乙は、個人情報保護等に関する最新の情報
を作業責任者等に周知するための体制や仕
組みを構築すること。 

２ 乙は、前項の教育及び研修の実施に当
たっては、実施計画を策定し、実施体制
を確立しなければならない。 

③ 乙は、教育及び研修を確実に実施するた
め、研修等の実施者、実施内容、実施時期等
を定めた実施計画を事前に策定しておくこ
と。 

 （守秘義務）   
第６条 乙は、受託業務の実施により直接

又は間接に知り得た機密情報等その他秘
密を第三者に漏らしてはならない。契約
期間が満了し又は契約を解除した後も、
同様とする。 

① 乙は、作業責任者等に対し、受託業務に係
る守秘義務について周知徹底すること。な
お、「第三者」には、受託業務の再委託事業
者等は含まない。 

２ 乙は、作業責任者等に対し、秘密保持
に関する誓約書を提出させなければなら
ない。 

② 乙は、作業責任者等から秘密保持に関する
誓約書を取得しておくこと。該当者から過去
に取得している場合は、再度の取得は必要な 
い。なお、取得した誓約書を甲に提出する必
要はない。 

  また、作業責任者等に法令上の守秘義務が
ある場合は、秘密保持に関する誓約書の取得
を省略することができる。 

 （受渡し）   
第７条 機密情報等のうち漏えい等により

重大な影響を及ぼす情報（以下「重要機
密情報等」という。）を甲乙間で受渡す場
合は、甲が指示する方法により行うもの
とする。 

① 乙は、甲から重要機密情報等の提供を受け
たときは、甲に対し、直ちに「様式３ 重要
機密情報等預かり証」を提出すること。なお、 
重要機密情報等の提供が複数回ある場合は、
その都度当該様式を提出すること。 

  また、重要機密情報等の提供が毎日あるな
ど、その都度当該様式を提出することが困難
である場合は、甲が指示する特段の方法に従 
うこと。 

  



特記事項 
特記事項に基づき具体的に実施しなければ 

ならない事務及び手続 
２ 乙は、甲乙間の重要機密情報等の受渡

しに関しては、甲が指定した手段、日時
及び場所で行った上で、甲に重要機密情
報等の預かり証を提出しなければならな
い。 

  

 （機密情報等の取扱いの報告）   
第８条 乙は、甲から機密情報等の取扱い

について報告を求められたときは、直ち
に報告しなければならない。 

① 乙は、甲から機密情報等の取扱いについて
報告の求めがあったときは、原則作業責任者
がそれに対応するものとし、直ちに報告する 
ことができるよう、その手順を定めておくこ
と。 

２ 乙は、前項の規定による報告の手順（緊
急時の報告の手順を含む。）を事前に定め
ておかなければならない。 

  

 （機密情報等の目的外利用及び第三者へ
の提供の禁止） 

  

第９条 乙は、受託業務において得た機密
情報等を、対象業務の用に供する目的以
外に利用してはならない。また、甲の指
示によらず、第三者へ提供してはならな
い。 

① 乙は、作業責任者等に対し、受託業務にお
いて得た機密情報等の目的外利用及び甲の
指示によらない第三者への提供が禁止され
ていることについて周知徹底すること。な
お、「第三者」には、受託業務の再委託事業
者等は含まない。 

 （機密情報等の管理）   
第１０条 乙は、対象業務を履行するため

に機密情報等を保持している間は、次に
掲げる事項を遵守し、機密情報等を適正
に管理しなければならない。 

① 乙は、対象業務を履行するために機密情報
等を保持している間は、機密情報等の秘匿性
その他内容に応じて、機密情報等を適正に管
理すること。 

（１）機密情報等は、施錠が可能な保管庫
又は施錠若しくは入退管理が可能な保管
室において厳重に保管すること。 

② 乙は、機密情報等を、施錠を実施する保管
庫又は施錠若しくは入退管理を実施する保
管室において厳重に保管すること。 

  ③ 乙は、機密情報等を保管する保管庫又は保
管室に関し、施錠者、鍵保管方法等のルール
を事前に定めておくこと。 

  ④ 乙は、サーバルーム等の機密情報等を保管
する保管室（機密情報等を保存したサーバ及
びパソコンの設置場所を含む。）へ入退室を 
する場合は、入室資格の確認及び入退出の記
録を確実に実施すること。 

  ⑤ 乙は、機密情報等の紛失、改ざん及び破損
に備えて、バックアップを取得しておくこ
と。 

  



特記事項 
特記事項に基づき具体的に実施しなければ 

ならない事務及び手続 
（２）作業責任者等以外の者が機密情報等

にアクセスできないように措置を講じる
とともに、作業責任者等に与える物理的
及び技術的アクセス権限についても、必
要な最小限度のものとすること。 

⑥ 乙は、機密情報等を取り扱うサーバ及びパ
ソコンへのアクセスについて、利用者を特定
できるＩＤ、トークン等による本人認証を行 
うこと。 

  ⑦ 乙は、機密情報等を取り扱うサーバ及びパ
ソコンにアクセスできる者を必要最小限と
するため、取扱者を限定して指定すること。 

  ⑧ 乙は、機密情報等を取り扱うサーバ及びパ
ソコンへのアクセスが行われたときのアク
セスログを取得し、機密情報等を甲に返却す
るまでの間、取得したログを残すこと。 

  ⑨ 乙は、システム開発又はシステム改修等に
おけるテストにおいては、擬似の機密情報等
を利用するなどして、実際の機密情報等を利 
用する機会を必要最小限とすること。 

（３）機密情報等が記録された媒体並びに
そのバックアップの保管状況及び記録さ
れた情報の正確性を定期的に点検するこ
と。 

⑩ 乙は、機密情報等の保管状況の点検につい
て、点検の責任者を定めて定期的に行うこ
と。 

（４）甲が指定した場所へ持ち出す場合を
除き、機密情報等を作業場所から持ち出
さないこと。 

⑪ 乙は、作業責任者等に対し、機密情報等を
指定された場所以外の場所に持ち出すこと
はできないことについて周知徹底すること。 

  ⑫ 乙は、機密情報等を持ち出すときは、持ち
出す情報を必要最小限とし、紛失や盗難等に
対し必要な注意を払うなどの保護措置を適
切に行うこと。 

  ⑬ 乙は、機密情報等をパソコン又は外部記録
媒体に保管して持ち出す場合は、不要なデー
タを削除し必要最小限のデータのみとし、暗 
号化又はパスワード設定をした上で持ち出
すこと。 

（５）機密情報等を移送するときは、移送
時の体制を明確にし、事前に甲の承認を
受けること。 

⑭ 乙は、機密情報等を他の場所に運搬すると
きは、紛失及び盗難を防止するため、発送及
び受取の連絡、履歴の記録等の保護措置を適
切に行い、その措置内容を事前に甲に明示す
ること。 

（６）機密情報等を電子データで移送する
ときは、電子データの暗号化処理又はこ
れと同等以上の保護措置を講じること。 

⑮ 乙は、機密情報等の漏えい等の事故を防止
するため、機密情報等の授受を行うネットワ
ークについては、専用回線の利用、通信経路 
の暗号化等の措置を講じること。 

  



特記事項 
特記事項に基づき具体的に実施しなければ 

ならない事務及び手続 
（７）電子メールにより重要機密情報等を

送受信しないこと。 
⑯ 乙は、重要機密情報等以外の機密情報等を

電子メールにより送受信する場合は、不要な
データを削除し必要最小限のデータのみと
し、暗号化又はパスワード設定をした上で送
信すること。なお、電子メール本文に機密情
報等を記載しないこと。 

  また、ファイルを開封するためのパスワー
ドは電子メール以外の方法で受け渡すこと。 

（８）ファクシミリにより機密情報等を送
受信しないこと。 

  

（９）重要機密情報等の複製又は複写をす
るときは、必要な最小限度で行うものと
し、甲から提供を受けた重要機密情報等
の複製又は複写をするときは、事前に甲
の承認を受けること。 

⑰ 乙は、甲から提供を受けた重要機密情報等
の複製又は複写をするときは、事前に甲の承
認を受けて、作業場所で、かつ、対象業務に 
必要最小限の範囲で行う場合にのみ可能で
あることについて周知徹底すること。 

  ⑱ 乙は、甲から提供を受けた重要機密情報等
の複製又は複写をするときは、甲に対し「様
式３ 重要機密情報等預かり証」に「様式４  
重要機密情報等複製（複写）承認申請書」を
添えて提出すること。 
 なお、既に「様式３ 重要機密情報等預か
り証」を提出した重要機 密情報等を後に複
製又は複写をする必要が生じた場合は、複製
又は複写に着手する前に、甲に対し、「様式
４ 重要機密情報等複製承認申請書」を提出
すること。 
 また、「複製又は複写」には、データ加工
等の処理の過程で生成されるもの、データ加
工等により生成したもの、バックアップを取 
得するためのものなどを含む（以下同じ。）。 

（１０）機密情報等を管理するための台帳
を整備するなどし、機密情報等の利用者、
保管場所その他の機密情報等の取扱いの
状況を記録すること。 

⑲ 乙は、機密情報等の台帳を作成するなど
し、保護対象の機密情報等の取扱いの状況を
記録すること。なお、記録の方法は、必ずし
も一つの台帳にまとめて行う必要はなく、ま
た、機密情報等の取扱いの状況に応じて、甲
に提出した書類の写し、アクセスログ等の記
録でもって台帳の記録に代えることができ
る。ただし、甲に取扱状況の記録の提示を求
められた際に直ちに応じられるよう、記録及
び書類を整理し、保管しておくこと。 

 
  



特記事項 
特記事項に基づき具体的に実施しなければ 

ならない事務及び手続 
（１１）機密情報等の漏えい、紛失、改ざ

ん、破損その他の事故（以下「機密情報
等の漏えい等の事故」という。）を防止し、
真正性、見読性及び保存性の維持に責任
を負うこと。 

⑳ 乙は、個人情報保護及び機密情報等の漏え
い等の事故の防止のため、機密情報等の保管
に供される施設、設備、備品等の適正な維持
及び管理について責任を負うこと。 

 （市が管理する情報システムの使用）   
第１１条 乙は、受託業務を実施するため

に甲が管理する情報システムを使用する
ときは、次に掲げる事項を遵守しなけれ
ばならない。 

① 甲が管理する情報システム等を利用する
に当たっては、甲が別に定める情報セキュリ
ティ文書の内容を遵守して業務を行うこと
が必要です。 

（１）甲が定める情報セキュリティ文書に
より、情報システム等を利用した業務の
実施に関する遵守事項について、職員と
同様に遵守すること。 

② 乙は、甲が管理する情報システムを使用す
るときは、甲が定める情報セキュリティ文書
に従い、甲の職員と同様に、情報システムを 
使用した業務の実施に関する遵守事項を遵
守すること。 

（２）情報システム等を利用した作業の内
容について、作業記録を作成し、甲に提
出すること。 

③ 乙は、甲が管理する情報システムを使用し
たときは、作業記録を作成し、速やかに甲に
提出すること。 

（３）甲が実施する情報セキュリティ研修
を受講すること。 

④ 乙は、甲が管理する情報システムを使用す
るに当たっては、甲が実施する情報セキュリ
ティ研修を受講し、甲が定める情報セキュリ 
ティ文書の内容について理解すること。 

 （受託者が管理する情報システムの使用）   
第１２条 乙は、受託業務を実施するため

に乙が管理する情報システムを使用する
ときは、次に掲げる事項を遵守しなけれ
ばならない。 

① 乙は、受託業務の実施に当たって、乙が管
理する情報システムを使用するときは、この
条の各号に掲げる事項（②以下に掲げる事項 
を含む。）を遵守し、当該情報システムを適
切に管理すること。 

（１）使用する機器は、受託業務に影響の
ない限り、対策ソフトウェアの導入等に
より不正プログラム対策を講じること。 

② 使用する機器については、ウィルス対策ソ
フトをインストールし、常に最新のウィルス
パターンファイル、シグネチャ及び検索エン
ジンに更新して使用すること。 

（２）使用する情報システムは、受託業務
に影響のない限り、メーカー等によりセ
キュリティパッチが提供されているもの
とし、最新のセキュリティパッチを導入
して使用すること。 

  

（３）使用する機器は、受託業務に関係な
いアプリケーションをインストールしな
いこと。 

  



特記事項 
特記事項に基づき具体的に実施しなければ 

ならない事務及び手続 
（４）機密情報等を保管する機器を設置す

る区画は、入退管理並びに区画内の作業
状況の管理及び監視をするとともに、区
画への機器の持込みを制限すること。 

  

（５）機密情報等を保管する機器の設置及
び取付けは、盗難防止のための措置を講
じること。 

③ 機密情報等を保管する機器の設置及び取
付けについては、セキュリティワイヤーやネ
ジ止め等による盗難防止のための措置を講 
じること。 

（６）使用する機器は、耐震（免震）及び
耐火性能を有し、不活性ガスによる消火
設備、自家発電設備と接続された無停電
電源及び冗長化された空調設備を持った
施設及び区画に設置すること。 

  

（７）使用する機器の設置、取付け及び配
線は、地震等災害対策のための措置を講
じること。 

④ 可用性の重要度が高い機器の設置につい
ては、ベルト、ビス等を用いた固定による転
倒及び衝突防止のための措置並びにバンド、
チューブ等を用いたケーブル類の結束によ
るケーブル抜けの防止のための措置を講じ
ること。 

（８）使用した機器及び外部記録媒体を廃
棄、返却等により処分するときは、デー
タを完全に消去すること。 

  

（９）受託業務の成果物として甲に納品す
る情報システムは、受託業務に影響のな
い限り、メーカー等によりセキュリティ
パッチが提供されているものとし、最新
のセキュリティパッチを導入した状態で
納品すること。 

  

 （緊急時の対応）   
第１３条 乙は、機密情報等の漏えい等の

事故及び対象業務に係るシステムの機能
の全部又は一部が停止する事故（以下「シ
ステム停止事故」という。）が発生した場
合に備えて、緊急時対応計画を定めてお
かなければならない。 

① 乙は、機密情報等の漏えい等の事故及びシ
ステム停止事故が発生した場合等の緊急時
に備えて、必要な措置を迅速に講じ対処する
ための緊急時対応計画その他の計画を事前
に定めておくこと。 

２ 乙は、機密情報等の漏えい等の事故又
はシステム停止事故が発生した場合は、
事故の発生に係る帰責の有無にかかわら
ず、甲に対し、直ちに事故の発生状況を
書面により報告し、甲の指示に従わなけ
ればならない。 

  

② 乙は、機密情報等の漏えい等の事故又はシ
ステム停止事故が発生したときは、その事故
発生に係る帰責の有無にかかわらず、甲に対 
し、直ちに「様式５ 事件（事故）報告書」
により報告し、甲の指示に従うこと。 



特記事項 
特記事項に基づき具体的に実施しなければ 

ならない事務及び手続 
３ 甲は、機密情報等の漏えい等の事故又

はシステム停止事故が発生した場合は、
必要に応じて事故に関する情報を公表す
ることができる。 

③ 甲は、機密情報等の漏えい等の事故又はシ
ステム停止事故が発生したときは、乙の承諾
なしに、当該事故の内容その他事故に関する 
情報を公表することがある。 

 （再委託）   
第１４条 乙は、やむを得ない場合を除き、

契約した業務の全部又は一部を他の者に
再委託してはならない。 

① 乙は、原則対象業務の全部又は一部を他の
事業者に委託しないこと。 

２ 乙は、やむを得ず対象業務の一部を委
託する必要がある場合は、委託契約の名
称、委託先に関する情報、委託する理由、
委託して処理する内容、委託先において
取り扱う情報、委託先における安全性及
び信頼性を確保するための対策、委託先
に対する監督の方法並びに委託先におい
て対象業務に従事する者を明確にした上
で、対象業務の着手前に、甲に対し、書
面（第５項の適用がある場合には、同項
に基づき委託先から提出された報告書を
含む。）により報告しなければならない。
報告した事項を変更しようとするとき
も、同様とする。 

② 乙は、やむを得ず対象業務の一部を委託す
るときは、再委託先の個人情報保護等に関す
る体制を事前に確認すること。 

  ③ 乙は、対象業務の一部を委託するときは、
甲に対し、「様式６ 再委託に関する報告書」
を「委託業務再委託承認申請書」に添付し 
て提出することにより報告することとし、第
５項の適用がある場合はこれらの報告書も
併せて提出すること。報告した事項を変更し
ようとするときも同様とする。 

３ 乙は、前項の委託先（以下「再委託先」
という。）に対し、特記事項を遵守させる
とともに、甲に対し、再委託先による全
ての行為及びその結果について責任を負
うものとする。 

④ 乙は、再委託先に対し甲乙が合意した内容
と同様の個人情報保護等を求めるとともに、
再委託先の全ての行為及びその結果につい
て責任を負うこと。 

４ 乙は、再委託先との契約において乙の
再委託先に対する監督の方法を具体的に
定め、再委託先による特記事項の遵守状
況を適切に監督するとともに、甲の請求
に応じ、当該監督の状況を報告しなけれ 
ばならない。 

⑤ 乙は、委託先と締結する契約書等におい
て、乙の再委託先に対する監督の方法につい
て具体的に明記しておくとともに、再委託先
による特記事項の遵守状況を監督すること。 



特記事項 
特記事項に基づき具体的に実施しなければ 

ならない事務及び手続 
  ⑥ 乙は、再委託先に対する監督について甲か

ら報告の求めがあったときは、その状況を具
体的に報告すること。 

５ 前各項の規定は、再委託先等（再委託
先のほか、委託を受けて対象業務の一部
を処理することとなった者を含む。）が更
に他の者に対象業務の一部を委託する場
合について準用する。 

⑦ 再委託先等が、更に第三者に対象業務の一
部を委託するときは、再委託先等は、その委
託先に対して、①から⑥までの内容について 
実施すること。 

 （報告の徴収等）   
第１５条 乙は、特記事項の遵守状況等に

ついて、甲の指定する方法により報告し
なければならない。ただし、甲の指示が
ある場合は、この限りでない。また、甲
は、必要があると認めるときは、同様に 
再委託先等における特記事項の遵守状況
等について報告させることができる。 

① 甲は、乙による特記事項の遵守状況を確認
するため、乙に対し、報告若しくは資料の提
出を求め、又は甲の職員に、乙の作業場所に 
立ち入り、遵守状況を検査させるものとし、
乙は、これを拒んではならない。 

  また、甲は、必要があると認めるときは、
再委託先等による特記事項の遵守状況を確
認するため、再委託先等に対し、同様に報告
等を求め、又は甲の職員に、再委託先の作業
場所に立ち入り、遵守状況を検査させるもの
とし、乙及び再委託先等は、これを拒んでは
ならない。 

  なお、作業責任者等に法令上の守秘義務が
ある場合は、これらを省略することができ
る。 

２ 甲は、機密情報等の漏えい等の事故が
発生した場合に市民への影響が比較的大
きい委託業務については、前項の報告と
併せて、甲の職員をして、乙の作業場所
に立ち入り、特記事項の遵守状況を検査 
するものとする。また、甲は、必要があ
ると認めるときは、同様に再委託先等の
作業場所に立ち入り、特記事項の遵守状
況を検査することができる。 

② 甲が、乙及び再委託先等に対し、報告等を
求め又は検査する項目は、次のとおりとす
る。 
・作業責任者等に対する教育及び研修の実施

状況 
・機密情報等の管理及び情報システムの使用

における措置の具体的な内容 
・緊急時対応における措置の具体的な内容 
・その他特記事項の遵守状況の確認のために

甲が必要と認める内容 
３ 甲は、前２項の規定による報告又は検

査の結果、特記事項の遵守状況等が不十
分であると判断した場合は、乙に対して
改善を要請できるものとする。 

③ 機密情報等の漏えい等の事故が発生した
場合に市民への影響が比較的大きい委託業
務に該当するかどうかは、対象業務で取り扱
う機密情報等の内容、数量等を勘案し、甲が
判断するものとする。 

  ④ 乙及び再委託先は、甲による確認のための
記録及び書類を整理し、保管しておくこと。  



特記事項 
特記事項に基づき具体的に実施しなければ 

ならない事務及び手続 
 （重要機密情報等の返却等）   
第１６条 乙は、対象業務を終了したとき

又は対象業務において重要機密情報等を
取り扱う必要がなくなったときは、甲が
指示する方法により、重要機密情報等を
返却しなければならない。 

① 乙は、対象業務を終了したとき又は対象業
務において重要機密情報等を取り扱う必要
がなくなったときは、甲に対し、速やかに重
要機密情報等（複製又は複写したものを含
む。）を返却すること。返却は、甲が指示す
る方法により行うこと。 

２ 乙は、前項の規定にかかわらず、甲の
承認を受けたときは、重要機密情報等を
消去し又は廃棄することができる。 

② 乙は、甲の承認を受けたときは、重要機密
情報等の返却に代えて、重要機密情報等を消
去し又は廃棄することができる。 

３ 乙は、前項の規定により重要機密情報
等を廃棄するときは、重要機密情報等が
記録された媒体の物理的破壊その他重要
機密情報等の判読を不可能とする措置を
講じなければならない。 

③ 乙は、甲の承認を受けようとするときは、
甲に対し、消去し又は廃棄しようとする重要
機密情報等（複製又は複写したものを含む。） 
の内容、記録媒体、数量、消去又は廃棄の実
施予定日を記載した「様式７ 重要機密情報
等消去（廃棄）承認申請書」により、事前に
申請すること。 

  また、重要機密情報等の消去又は廃棄が複
数回にわたる場合は、その都度当該様式を提
出すること。 

４ 乙は、第２項の規定により重要機密情
報等を消去し又は廃棄したときは、甲に
対し、書面により報告しなければならな
い。 

④ 乙は、重要機密情報等（複製又は複写した
ものを含む。）を消去し又は廃棄したときは、
甲に対し、実施日時、実施者名及び消去し又
は廃棄した重要機密情報等の内容を「様式８
重要機密情報等消去（廃棄）報告書」により、
速やかに報告しなければならない。 

  また、重要機密情報等の消去又は廃棄が複
数回にわたる場合は、その都度当該様式を提
出すること。 

５ 甲は、乙が重要機密情報等を消去し又
は廃棄するときに、これに立ち会うこと
ができる。 

⑤ 乙は、甲の職員が重要機密情報等の消去又
は廃棄に立ち会ったときは、「様式８ 重要
機密情報等消去（廃棄）報告書」の「消去（廃
棄）立会者」の欄に、甲及び乙の立会者を併
せて記録すること。 

 （損害賠償）   
第１７条 乙は、乙及び再委託先が特記事

項に違反し又は特記事項の遵守を怠った
ため甲に損害が生じた場合は、甲に対し、
その損害を賠償しなければならない。 

ー 

 
 
 



別添資料２ 
収支計画見積注意事項 

 
 当該施設の収支計画書を作成し、指定管理料の見積金額を積算するに当たっては、以下の点
に留意してください。なお、収支計画書は、別途示す参考資料を基に作成してください。 
 
１ 支出計画について 
（１）人件費 
・ 管理運営業務仕様書で示す人員配置基準に留意して人員配置計画を作成し、これに基づく

人件費を積算すること。 
・ 人件費の積算は、「正規職員」「嘱託職員（非常勤の専門嘱託員など）」「臨時・パート職員」

の区分に分けて計上すること。なお、人材派遣によりスタッフを確保する場合は、「嘱託職
員」に含めて計上すること。 

・ 計上する人件費には、給料・賃金・手当の他、社会保険事業主負担分等を含めて積算する
こと。 

 
（２）電気料 
・ 電気代に関する区分別の用途、直近３年分の電力使用量及び料金は以下を参照すること。 

区分 用途 

電気Ａ（高圧） 
利用者が使用する照明関係 
（トレーニングセンター・多目的広場・テニスコート） 

電気Ｂ（低圧） 動力系電気（空調） 
電気Ｃ（従量） 事務所電気（照明等） 
電気Ｄ（街路灯） 街路灯電気 

 
 【電気使用量・電気料金】 
   

 電気Ａ（高圧） 電気Ｂ（低圧） 電気Ｃ（従量） 電気Ｄ（街路灯） 
使用量 
(kwh) 

料金 
(円) 

使用量 
(kwh) 

料金 
(円) 

使用量 
(kwh) 

料金 
(円) 

使用量 
(本) 

料金 
(円) 

令
和
６
年
度 

４月 7,270 391,179 861 31,878 1,308 40,003 3 2,878 
５月 5,988 372,463 83 19,235 1,001 33,069 3 3,290 
６月 5,363 362,138 195 21,665 957 33,354 3 3,558 
７月 6,799 404,358 705 34,360 912 33,545 3 3,801 
８月 5,874 384,146 2,975 83,785 1,174 42,457 3 3,594 
９月 5,070 354,723 2,178 57,746 1,231 39,471 3 2,999 
10 月 4,919 350,928 864 34,505 1,134 36,560 3 3,054 
11 月 6,687 371,305 120 20,047 1,521 50,457 3 3,336 
12 月 7,854 426,113 1,460 48,587 1,570 55,925 3 3,754 
１月 6,013 378,174 2,635 72,309 1,713 60,788 3 3,707 
２月 5,361 354,226 3,060 73,241 1,746 57,546 3 3,255 
３月 5,843 411,900 2,224 58,450 1,462 48,596 3 3,294 

合計 73,041 4,561,653 17,360 555,808 15,729 531,771  40,520 



 電気Ａ（高圧） 電気Ｂ（低圧） 電気Ｃ（従量） 電気Ｄ（街路灯） 
使用量 
(kwh) 

料金 
(円) 

使用量 
(kwh) 

料金 
(円) 

使用量 
(kwh) 

料金 
(円) 

使用量 
(本) 

料金 
(円) 

令
和
５
年
度 

４月 6,534 393,399 183 21,417 1,379 48,200 3 2,910 
５月 5,163 343,488 75 18,683 1,029 27,286 3 2,593 
６月 5,924 359,346 106 19,097 946 25,199 3 2,593 
７月 4,499 329,649 582 26,174 1,169 30,807 3 2,593 
８月 4,462 333,742 1,932 43,992 1,156 30,480 3 2,423 
９月 4,903 343,413 1,501 38,441 1,080 28,570 3 2,210 
10 月 4,930 352,388 1,301 38,681 679 30,125 3 2,759 
11 月 6,580 375,626 64 18,760 1,390 41,232 3 2,717 
12 月 5,919 360,727 648 28,613 1,610 48,657 3 2,691 
１月 5,692 355,611 2,284 52,981 1,660 50,088 3 2,708 
２月 5,756 357,054 2,270 52,774 1,633 49,315 3 2,742 
３月 4,833 336,249 1,217 37,156 1,430 43,499 3 2,836 

合計 65,195 4,240,692 12,163 396,769 15,161 453,458  31,775 

令
和
４
年
度 

４月 5,541 380,161 160 20,362 1,142 38,473 3 3,352 
５月 4,342 357,628 67 18,536 1,013 34,934 3 3,449 
６月 4,562 313,643 54 18,278 816 28,737 3 3,478 
７月 5,267 333,716 455 27,415 954 34,146 3 3,661 
８月 5,640 352,961 1,155 44,124 1,104 40,120 3 3,823 
９月 5,413 354,720 874 39,135 1,039 39,354 3 4,079 
10 月 5,429 363,979 185 22,148 1,272 49,804 3 4,134 
11 月 6,409 404,490 59 18,784 1,279 52,418 3 4,134 
12 月 5,556 393,743 465 31,100 1,475 63,683 3 4,134 
１月 5,057 384,752 1,215 54,065 1,604 71,064 3 4,134 
２月 4,300 346,851 1,443 50,925 1,548 58,155 3 2,856 
３月 4,311 332,028 904 37,733 1,501 54,616 3 2,856 

合計 61,827 4,318,672 7,036 382,605  545,504   
 
 
（３）修繕料 
・ 当該施設の修繕料の積算については、下記に示す豊田市指定金額を計上すること。なお、

これと異なる金額で積算を行うことは認められないため注意すること。 
 指定管理料に含めるべき修繕料 

（豊田市指定金額） 
１，０００，０００円（税込） 

 
・ 指定管理者は、管理運営業務仕様書に規定するとおり、原則として１件５０万円以下の日

常的小規模修繕を実施するものとする。なお、当該修繕料に剰余金が発生した場合には、
市に返還し、不足する場合は市から支出するものとする。 

・ 指定管理者が行った修繕により当該施設の資産価値が上昇した場合についても、当該所有
権は市に帰属するものとする。 

 



（４）設備更新等に伴う対応 
・ 市発注の設備更新等によりランニングコストの変動が見込まれる場合は、リスク分担表（別

添資料４）に基づき指定管理料の変更について協議することとする。 
 
（５）その他の経費 
・ 消耗品費、役務費その他の経費については、管理運営業務仕様書に示す業務内容に十分留

意し、必要経費を積算すること。 
・ 自主事業に関する経費は、当該支出計画には計上しないこと。 
 
２ 収入計画について 
（１）事業参加料収入 
・ 管理運営業務仕様書において、指定管理者が行うべきソフト事業（講座の開催等）の規定

があり、かつ指定管理者が当該事業の参加者から参加料を徴収することとなっている場合
には、収支計画書における「事業収入・事業参加料収入」に計上すること。 

 
（２）自主事業剰余金 
・ 指定管理者が応募段階で自主事業の実施を企画し、事業実施の結果として剰余金（利益）

を見込んでいる場合において、当該剰余金を当該施設の管理運営経費に充当することを提
案する場合には、収支計画書における「他収入・自主事業剰余金」に計上すること。 

・ なお、自主事業の提案については、別添資料３（自主事業実施基準）の規定に留意するこ
と。 

 
３ 指定管理料の積算手順 
・ 指定管理料の見積金額は、以下の手順により算出すること。 

区 分 モデル金額 備考 
支出総合計 Ａ １００ ※自主事業に関する経費を含めないこと 
事業収入計 Ｂ ５  
他収入計 Ｃ １０  
指定管理料見積金額 Ｄ ８５ A－（Ｂ＋Ｃ） 

  
・ なお、市が支払う指定管理料は、「市が管理運営業務仕様書を変更する場合」又は「リスク

分担表に該当する事態が発生した場合」を除き、指定期間中は固定金額（指定管理料の変
更はしない）とする。 
 

※具体的には、計画の見込み違いにより経費が増加した場合や利用料金収入が計画を下回っ
た場合などにおいて、当初提示された指定管理料を増額してこれを補填することは行わな
いので、留意すること。 



別添資料３ 
指定管理者自主事業実施基準 

（目 的） 
第１ この基準は、指定管理者が管理する施設を活用して行う自主事業について、市が承認す

る基準その他の取扱いについて定めるものである。 

（定 義） 
第２ この基準における自主事業とは、次に掲げるものとする。 

（１）管理運営業務仕様書に自主事業として実施することが定められている事業 
（２）管理運営業務仕様書に具体的定めがなく、指定管理者が自らの企画により行う事業 

（事前協議） 
第３ 指定管理者が自主事業を行うに当たっては、その事業内容、収支計画及び参加料等を明

らかにした上で、事前に市の承認を得なければならない。 

（承認基準） 
第４ 指定管理者が行う自主事業は、その事業の性質に応じて、以下のすべての項目に適合す

ることを条件に承認するものとする。 
（１）事業日程が一般利用者の施設利用を著しく阻害しない範囲であること 
（２）事業規模が施設許容量に照らして適当であること 
（３）対象者の設定に公平性が認められること 
（４）民間事業に多大な影響を及ぼす（圧迫する）懸念がないこと 
（５）事業実施に関する安全性及び補償体制が担保されていること 
（６）事業内容が公序良俗に反しないものであること 
（７）指定管理料で当該経費を支出しないものであること 

 （８）その他一般利用者の視点で疑義が生じない内容であること 

（使用料等） 
第５ 指定管理者が自主事業のために、施設の部屋、区画等を使用又は占用する場合には、必

要な許可を受けるほか、市に対し、条例で定められた使用料又は占用料を支払うものとする。 

（実施報告） 
第６ 指定管理者が自主事業を実施した場合は、参加者の状況、事業成果及び経理状況等を市

に報告しなければならない。 

（自主事業の制限） 
第７ 指定管理者が自主事業を実施する場合は、以下の基準に抵触してはならないものとする。 
 （１）自主事業で施設を使用する時間は、年当たり７２時間を超えてはならない。 
 （２）自主事業で施設を使用する時間は、月当たり１２時間を超えてはならない。 
 
（委任） 
第８ この基準に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定めるものとする。 
 



リスク分担表（リスク分担細則ありの場合） 

別添資料４                           （１／２） 

指定管理者制度リスク分担表 

項 目 内 容 負担者 
市 指定管理者 

物価変動 

以下の特定経費の単価に関する物価変動リ
スクの分担は、別紙細則に定める基準によ
る。 
＜特定経費＞   
電気料金、プロパンガス料金 

○ ○ 

上下水道料金の単価に関する物価変動リス
ク ○  

 
上記特定経費以外の経費に関する物価変動
リスク 

 
 ○ 

金利変動 金利の変動に伴う経費の増減  
 ○ 

利用者数、
使用量の変
動 

指定管理者が指定申請時に積算した利用者
数やエネルギー使用量等の変動に伴う経費
の増減 

 ○ 

法令変更 

施設の管理運営の基準等に直接影響を及ぼ
す法令変更 ○  

 
当該指定管理に関らず指定管理者に影響を
及ぼす法令変更 

 
 ○ 

税制変更 

施設の管理運営の経費に直接影響を及ぼす
法令変更 ○  

 
当該指定管理に関らず指定管理者に影響を
及ぼす法令変更 

 
 ○ 

政治、行政
的理由によ
る事業変更 

政治、行政的理由から施設の管理運営の継続
に支障が生じた場合、又は業務内容の変更を
余儀なくされた場合の経費の増加 

○  

施設修繕等 

管理者の注意義務を怠ったことによる施設、
設備、備品、資料等の滅失、損傷に関する原
状回復又は賠償 

 ○ 

経年劣化や利用に伴う損耗等に対応する一
般的な修繕 ○  

 

不可抗力 

暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、争乱、
暴動その他市又は指定管理者のいずれの責
めにも帰すことのできない自然的又は人為
的な現象等に伴う施設修復等の経費増加 

○  

 
 
 



別添資料４                           （２／２） 

 

項 目 内 容 
負担者 

市 指定管理
者 

第三者への
賠償 

管理者の注意義務を怠ったことにより与え
た第三者への損害賠償  ○ 

施設の構造上の問題等を起因として利用者
等が受傷した場合等で、管理者が負うべき責
任のない第三者への損害賠償 

○  

書類の誤り 

指定申請書、事業計画書等指定管理者がその
内容について責任を負うべきもの  ○ 

管理運営業務仕様書等市がその内容につい
て責任を負うべきもの ○  

支払遅延 

指定管理者が再委託業者等に支払う経費の
支払遅延による損害  ○ 

市が指定管理者に支払う経費の支払遅延に
よる損害 ○  

 

その他 
上記以外の事案は、市及び指定管理者の協議
による（業務内容の一部変更、設備更新に伴
うランニングコスト削減等） 

○ ○ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別添資料４関係 
物価変動リスク分担細則 

 
 この細則は、別添資料４指定管理者制度リスク分担表に規定する特定経費の物価変動リスクの分担方
法を定めるものである。 
 
（特定経費） 
第１ 特定経費とは、当該施設の管理運営に係る電気料金、プロパンガス料金をいう。 
 
（物価指数） 
第２ 物価指数は、特定経費の種類に応じて下表のとおりとする。ただし、小数点以下は第２位を四捨五

入して処理するものとする。 
区 分 物価指数 

電 気 電気料金支払月額を使用量（kwh）で除して得た数値 
プロパンガス 総務省小売物価統計調査 主要品目の都市別小売価格（３６１５）・名古屋市 

 
（調達単価及び年間計画使用量） 
第３ 調達単価及び年間計画使用量は、特定経費の種類に応じて下表のとおりとする。 

区 分 調達単価 年間計画使用量 
電 気 指定申請時点において 

指定管理者が様式８で示した金額 
指定申請時点において 
指定管理者が様式８で示した使用量 プロパンガス 

 
（特定経費年度協定額） 
第４ 年度協定書において、指定管理料に含める特定経費の協定額（以下「特定経費年度協定額」と

いう。）は、特定経費ごとに以下の計算式により算出するものとする。ただし、千円未満の端数は切捨てる
ものとする。 

年度協定締結直近１月物価指数 
× 調達単価 × 年間計画使用量 

指定申請年度１０月物価指数 

 
（リスク分担方法） 
第５ 特定経費に係る物価変動リスクの分担における物価変動の判定月は４月、７月、１０月及び１月

とする。 
２ 指定管理料の調整方法は、以下の計算式によって特定経費ごとの物価変動調整後所要額を算出し、

物価変動調整後所要額合計が特定経費年度協定額合計の１１０％を超えた場合には当該超える
分（千円未満切捨て）を市が追加負担するものとし、物価変動調整後所要額合計が特定経費年度
協定額合計の９０％を超えて下回った場合には当該下回る分（千円未満切捨て）を市に返納するも
のとする。 

 



物価変動調整後所要額 ＝ 
判定月物価指数の平均値 

× 特定経費年度協定額 
年度協定締結直近１月物価指数 

 
３ 前項に関わらず、特定経費年度協定額合計と物価変動調整後所要額合計の差が２５万円を超える

場合には、当該２５万円を超える分（千円未満切捨て）を追加負担又は返納するものとする。 
 
（委任） 
第６ この細則に定めるもののほか、必要な事項は、豊田市と指定管理者の協議により定めるものとする。 
 
 
 
 


